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1 は じめに

2006年 (平成 18年 )11月 30日 、大阪高裁 (以下 「大阪高裁判決」とい う。)は 、

高裁 レベルでは初めて原告勝訴 (住民票コー ドの削除請求)の 判決を言い渡 した。

これまでの原告敗訴判決が、住民基本台帳法の条文の文字面や抽象的な公益性な

どを主な拠 り所 として住基ネ ッ トの合憲性ない し適法性を説明 してきたのに対 して、

大阪高裁判決は、具体的な調査データ等を重視 していること、地方 自治体の実情を

考慮 しようとしていること、住民票コー ドが住基ネ ッ トを介 して行政実務に与える

影響などを真摯に検討 していることなどの点に特徴がある。

2 プ ライバシーの権利

大阪高裁判決は、「現在それ (プライバシー権の内容)が 明確になっていないから

といって、 自己情報 コン トロール権 自体を認 めるべきではない とは解 されない。」

(47頁)と し、本人確認情報のプライバシー権性について、本人確認情報の うち4

情報は 「もともと秘匿性の高いものとはいえない」(48頁 )が 、「そ うだからといっ

て、直ちに本人確認情報が法的に保護 されるべき人格的利益に当た らないと結論で

きるわけではない」(48頁 )と し、「住民票コー ドが記載 されたデータベースが作 ら

れた場合には、検索、名寄せのマスターキー として利用できるものであるから、そ

の秘匿の必要性は高度であるといえる」 (49頁 )、「一般的には秘匿の必要性の高 く

ない 4情 報や数字の羅列にすぎない住民票コー ドについても、その取扱い方によっ

ては、情報主体たる個人の合理的期待に反 してその私生活上の自由を脅かす危険を

生ずることがあるか ら、本人確認情報は、いずれもプライバシーに係 る情報 として、

法的保護の対象 とな り (最高裁判所平成 15年 9月 12日 第二小法廷判決 ・民集 57

巻 8号 973頁 参照)、自己情報コン トロール権の対象 となるとい うべきである。」(49

～50頁 )と している。

原告 らも基本的にこのような考え方に立つ ものである。
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3 住 基ネ ッ トの行政 目的の正当性 と必要性について

(1)大 阪高裁判決の評価

大阪高裁判決は、 2(2)(54～ 58頁 )に おいて、住基ネ ッ トが、住民サー ビスの

向上や行政事務の効率化にほとんど役に立っていないこと、住基カー ドの発行枚数

もきわめて低調であること、公的個人認証サー ビスの必要性に疑問があること、市

町村にとって住基ネ ッ トの管理 コス トが大きな負担になつていることなどを認定 し

ていなが ら、「上記(1)認定の事実を併せて考えれば、住民サー ビスの向上及び行政

事務の効率化に役立つ ところがあることも否定できない ところであ り、住基ネ ッ ト

の行政 目的の正当性及び必要性は、これ を肯認す ることができるとい うべきであ

る。」(59頁)と 結論づけている。

(2)大 阪高裁判決の評価の誤 り

この点は、大阪高裁判決が、住基ネ ッ トそのものを否定することを回連するため

の詭弁である。否、「上記(1)認定の事実」が(2)の事実を覆すに足 りる事情になって

いないことは 「上記(1)認定の事実」の内容からしてだれにも明 らかなことであ り、

詭弁にさえなっていない。

すなわち、大阪高裁判決が指摘する 「上記(1)認定の事実」の うちのア (住民サー

ビスの向上、行政事務の効率化について)で 取 り上げている、(ア)(住 民の転入 。転

出手続の簡便化)は 、(2)(ア)において事実によって否定されてお り、自治体における

送信の手間それ 自体はきわめて単純化 されたが、住基ネ ッ トを常に正常に使用でき

る状態に維持するために様々な負担を強い られるのであ り、明 らかな負担増になっ

ている。

(イ)(住 民票の不要化)に ついては、市町村の重要な収入源である住民票発行手数

料が失われることが何 ら考慮 されていない。住基ネ ッ トはどこよりも市町村にとっ

て最も維持管理負担が重 くなっている自治事務なのであるか ら、他方で市町村の重

要な収入がなくなることにも配慮すべきであるのに、何 ら配慮 してない。
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(ウ)(年 金受給者の現況届等の事務削減)は 、主に国の行政事務の簡易化であ り、

市町村のそれではない。国が責任 と費用をすべて負担する仕組みにするのであれば、

この点を加点事情 として考慮するのはよいが、自治事務 としての住基ネ ッ トの必要

性を考えるときに重視すべき点ではない。

(工)(恩 給受給権調査)は 上記(ウ)と同様である。

(オ)(行 政手続オンライン化)で 示 されている内容が現実のものになっているわけ

ではない。ノミスポー ト申請は 10年 に 1度 で足 りるし、10年 後のパスポー ト申請手

続が現在 と同 じかどうかもわからない。そのようなことに利便性 を実感することは

できない。サラリーマンには源泉徴収がなされているか ら、それ以外の、 日本国籍

を有する個人事業主が所得税の確定申告をするときにだけ使える仕組みが国民にと

って利便性が高いものとは到底言えない。

イ (電子政府 。電子 自治体)で は、大阪高裁判決は 「住基ネ ッ トは、ネ ッ トワー

ク社会における本人確認手段 として、上記のような電子政府 ・電子 自治体の基盤 と

なる最も重要なシステムとして位置づけられている。」 (54頁 )と 評価 しているが、

大阪高裁判決はデータマ ッチングの危険性を何よりも問題だ と考えているはずであ

る。そ うだとすれば、上記のフ点を住基ネ ッ トを積極的に評価する事情 として採用す

るのは論理矛盾である。また、そもそも住基ネ ッ トの法制化は政府が 「電子政府」

「電子 自治体」を言い出す前のことであ り、住基ネ ッ トを法制化 して しまったあと

の宣伝文句で しかない。 自治 とい うことをリアルな現実 として捉 えるなら、電子 自

治体を志向するかどうか、どのような電子 自治体をいつ実行するかは、各 自治体の

責任において決めるべきことであって、
一時期に国が 「上」か ら一方的に決めるこ

とではない。 自治を リアルに捉えるなら、経営破たん して成人式に 1万 円しか出せ

ない夕張市が年間数百万円を住基ネ ッ トに支出している現実は、自治の否定以外の

何ものでもない。

ウ (公的個人認証サー ビス)も 、住基ネ ッ トの活用法があま りにもないことから、

後から考え出された利用法であ り、今後、利用度が高まる可能性はない。なぜなら、
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ネッ トワーク上の個人 (企業)認 証は、それを必要 とする者同士の間だけで構築す

ればよいものであつて、特定の認証局の特定のルールに従 う老、要性がないからであ

る。こんなことは公的個人認証制度を創 る前から判 り切つたことである。「公的」と

することにより多 くの利用者が集まると考えること自体、コンピュータネ ッ トワー

ク社会を理解 していないものの発想である。

(3)社 会的影響の大きさに対する配慮 ?

大阪高裁判決がデータマ ッチングについて慎重な検討をしていることと対比する

と、「上記(1)認定の事実」はあま りにも雑な認定である。これは、大阪高裁判決が、

住基ネ ッ トそのものの正当性 と必要性を否定することによる社会的影響の大きさに

萎縮 した結果 としか考えられない。

4 住 基ネ ッ トによる本人確認情報漏えいの危険性について

(1)大 阪高裁判決の評価

大阪高裁判決は、技術的狽4面でも人的側面でも、「現時点において、住基ネ ットの

セキュリティが不備で、本人確認情報に不当にアクセスされた りして、同情報が漏

えいする具体的危険があるとまで認めることはできない。」(74頁)と 結論づけてい

る。

(2)大 阪高裁判決の評価の誤 り

しかし、住基ネットは全国の市町村をネットワーク化している自治事務なのであ

るから、一般論によつてセキュリティの万全性を説明することはできない。ネット

ワークに参加しているすべての自治体についてセキュリティが保証されなければ意

味がない。大阪高裁判決にはこの点の証明がない。

判決がいう 「不当なアクセス」についても、それが正当な業務なのか正当な業務

を装ってなされたものなのかの判別がつかない以上、不当なアクセスがなされるお
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それなどない、と言つてみたところで何の意味もない。

5 住 基ネ ッ トによるデータマ ッチング等の危険性について

大阪高裁判決の指摘するとお り、法律や条例によるとはいえ、本人確認情報の利

用範囲は無限に広がる可能性があ り、その場合、住民票コー ドはデータマ ッチング

や名寄せに極めて有効であ り、本人の知 らないところで無限に利用 されるおそれが

ある。とくに、「住基ネ ッ トの運用について、データマ ッチングや名寄せを含む 目的

外利用を中立的立場か ら監視する第二者機関は置かれていない」 (82頁 )と い う指

摘は重要である。

6 住 民の慰謝料請求権について

大阪高裁判決は、「被控訴人 らの各市長において、改正法の控訴人 らに対する適用

が憲法に違反する無効のものであることを認識 し得たとは認められないから、被控

訴人 らの各市長の行為が国家賠償法上違法であるとは認められない。」(86頁)と 結

論づけている。

しかし、大阪高裁判決は、住基ネ ッ トが市町村の自治事務である点をまったく考

慮 していない。そもそもこの判決には自治事務 としての住基ネ ッ トの憲法上ない し

法律上の位置づけがなされていない。

自治事務の運用を変更するに当たつては、各市町村はそれぞれの実情を踏まえて

実行可能な変更を行 うべきである。地方 自治体は、企業のように失敗 したら消滅す

ればよいとい う存在ではない。重大な失敗により自治体財政を破綻 させてはならな

いのである。

住基ネ ッ トが自治事務であるとい うことは、それが自分の自治体 と住民にとって

どれだけのメ リッ トがあるか、そのメリッ トのために自治体がどのような負担を負

うことになるのかを慎重に検討 しなければならない。 自治体にとっても住民にとっ

てもほとんどメ リッ トのない制度変更 (およそ全 くメ リッ トのない政策などない。)
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はすべきではないのである。市町村が望みもしないコンピュータネ ッ トワークシス

テムを官僚が勝手に法制化 しようとしているのであれば、その法制化に反対するの

が自治体の責任であるし、法制度化 されて しまったら、 自分の自治体だけでも合法

的に参加 しないで済む方法を検討 し実行可能であれば実行すべきであるし、法制度

の存在そのものが重大な支障になるのであれば、法制度の廃止のために努力すべき

である。

日本の住基ネ ッ トを真似 ようとする国は世界中どこにも存在 しない。それは大阪

高裁判決も指摘するプライバシー保護の観″点からあま りにも問題が重大だからであ

る。その上、膨大な無駄である。住基ネ ッ トの存在は延々と公費の無駄遣いを続け

るだけのことである。 「毎年 1円 の得をするか ら、毎年 1万 円の出費をしないか ?」

と問いかけられた ときに、「1円 でも得は得だ」としてこれに応 じる者がいるはずが

ない。住基ネ ッ トはその手のもので しかない。このような住基ネ ッ トの違憲性、違

法性は最初から明白であ り、分か りきっていたことである。ただ、政府や 自治体が

これまでその現実か ら眼をそ らせて来ただけである。

このような出鱈 目で危険な制度を市長が運用 し続ける無責任ぶ りについて、自治

体が国賠法上の責任を住民に対 して負 うべきは当然である。

以 上
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